
新型コロナウイルス感染症対策フローチャート
生徒・教職員共通 京都文教中学高等学校　

１．手洗い（石けんを使って行いましょう）

２．咳エチケット（人と接する時にはできるだけマスクを着用しましょう）

３．3つの密を避ける（密閉空間・密集場所・密接場面を避けましょう）

４．健康観察（健康観察票に毎朝の体温計測・健康観察結果を記録しましょう）

息苦しさ、強いだるさ、高熱などの強い症状がある

重症化しやすい方（＊）で比較的軽い風邪症状がある

＊解熱（解熱剤を服用せずに）後2日を経過し、且つ 37.4度以下の熱があった場合は解熱後2日を経過するまで

発症後5日を経過するまで休養し、症状消失後、登校･出勤 休養し、症状消失後、登校・出勤してください。

比較的軽い風邪症状が続く（4日以上続く場合は必ず連絡） してください。 熱がない場合は症状消失後、登校・出勤してください。

尚、受診した場合、登校・出勤は医師の勧めに従ってください。 尚、受診した場合、登校・出勤は医師の勧めに従ってください。

＊インフルエンザを否定できないため
　例：4/1に発熱し4/4までに解熱→4/7から登校・出勤可

＊高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患がある方、透析、免疫抑制剤、抗がん剤治療を受けている方 発症後3日目以降（4日以上）症状が続く場合は

比較的軽い風邪症状であっても

健康状態に不安がある場合は早めに帰国者・接触者相談センター又はかかりつけ医へ相談してください。 帰国者・接触者相談センターへ連絡する

ご家族が濃厚接触者となられた場合や新型コロナウイルス感染症の疑いで経過観察中の場合も登校・出勤は見合わせてください。

「各都道府県の帰国者・接触者相談センター」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

・ [ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合家庭内でご注意いただきたいこと]

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

指示内容を学校へ報告してください

ご参照ください　・

味覚障害、嗅覚障害がある

又は

　　　　　4/1　　4/2　　4/3　　4/4　　4/5　　4/6　　4/7各都道府県の帰国者・接触者相談センター又はかかりつけ医へ
相談してください。

日常生活での注意

自宅で安静にし、健康観察の記録を続ける（登校・出勤は控えてください）

37.5度以上の発熱があったが高熱はなく3日以内に治った 37.5度以上の発熱がなく3日以内に治った

発熱等のかぜ症状が出たら


